
評価要領・ガイドライン等の改定方針
中部地方整備局

評価要領における主な改定のポイント

評価要領及びガイドラインの改定

• 優良認定にあたり、評価要領及びガイドラインの改定を行い、優良認定会社の定義や申込方法等について追記を行った。
以下に、主な改定のポイントを示す。

ガイドラインにおける主な改定のポイント

主な改定のポイント
新旧対照表
該当ページ

• 認定種別 • 通常の認定と優良認定の説明のため、認定種別を追記 P.7

• 優良認定の目的 • 優良認定を行う目的を追記 P.27

• 認定の概要
• 優良認定は提出された申込書類の内容に基づき評価を行い、訂正
再提出は行わず、提出内容をもって評価を実施する。

P.27

• 認定の流れ
• 優良認定の流れについて、通常の認定の流れをもとにフロー図を
更新

P.28

• 申込書類 • 優良認定を希望する場合の申込に必要な書類について説明を追記 P.30

• 評価方法 • 優良認定に関する評価方法を追記 P.31

• 認定申込書（様式１）
• 認定申込書（様式１）に優良認定に関する申込を希望するかを確認
するためのチェック項目を追記

P.33

• 優れた取組として確認する
項目リスト（様式４）

• 優良認定の評価にあたり申込会社が提出する様式を新規追加
詳細は次頁に示す

P.41

主な改定のポイント
新旧対照表
該当ページ

• 認定種別 • 通常の認定と優良認定の説明のため、認定種別を追記 P.8
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評価要領 優れた取組として確認する項目リスト（様式４）

• 事業継続力認定制度では、令和8年度前期申請より「優良認定会社」の認定を行う。

• 優良認定を希望する申込会社は、申込時に「認定申込書（様式１）」において優良認定の希望有無のチェック、新たに作成した
「優れた取組として確認する項目リスト（様式4）」の提出を行うものとする。

記載の
有無

記載
ページ

自社周辺で想定される自然災害について地震以外の被害想定（洪水・高潮等）も確認しており、災害種
別ごとに行動手順を明確化している。

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒または巨大地震注意）が発表された際の社員の行動手順を定
めている。

対応拠点や代替対応拠点に指定している建物において、震度6強～7に達する程度の地震に耐えられ
る耐震性（is値0.6以上）を確保しているなど、地震が発生した際の安全性が確保されている。

津波浸水想定区域外に対応拠点または代替対応拠点を確保しているなど、津波警報が発令された際
にも有効に機能する計画となっている。

社員の安否確認について、メール・電話・システム等、複数の方法を活用し、迅速かつ確実に確認でき
る仕組みを構築している。

避難先までの距離・時間・経路等を社屋内に掲示するなど、社内で周知が図られており、社員及び来訪
者が安全に避難できる体制が構築されている。

初動対応が必要な重要業務において、担当者及び代理人を指名しているなど、確実な初動対応を図る
ための体制が構築されている。

対応拠点に参集する者及び代替対応拠点に参集する者が明確に示され、両者が重複していない。 重
複が生じる場合には、その理由が明記されている。

対応拠点及び代替対応拠点ごとにBCPを策定している、または、中部地方整備局管内の全拠点を対象
としたBCPを策定し、拠点ごとに災害対応を迅速に行える体制を構築している。

災害発生時に全社員が迅速に応急復旧活動に対応できるよう、BCPや災害対応マニュアル等の初動
対応に関する資料を、各拠点および工事現場に常備している。

緊急車両通行許可の事前申請を行い、通行許可証を保有しているなど、災害発生時の迅速な対応を
確保する仕組みを取り入れている。

災害時に必要な資機材等を確実に確保できるよう、取引先との民間協定の締結などの工夫を行ってい
る。

資機材等の不足に備え、共同利用などにより柔軟に対応できる体制が構築されている。

自社社員に対し、BCPの内容や各社員の役割、対応手順等を周知するため、教育訓練を実施してい
る。

災害時に資機材等の調達先や協力会社と円滑かつ確実に連携できるよう、必要な取組を講じている。

地域の企業・団体間の連携に関し、具体的な連携先や団体を明確化しているなど、同業他社等との連
携の方針を定めている。

地域の企業間における情報共有の仕組み（情報共有システム、グループチャットの導入等）を導入する
など、地域の企業間の連携の実効性を高める体制を構築している。

協力会社を含めて資機材等をリスト化や地域・団体における資機材等の保有状況を整理しているなど、
資機材等の過不足を迅速に確認できるよう体制を構築している。

行政機関や企業団体等の関係機関と連携を図る訓練等に参加し、地域における自社の役割や関係機
関との連絡手段等を確認している。

同業他社との合同訓練を実施するなど、地域の企業間における連携の図り方を具体的に確認してい
る。

協力会社等との合同訓練を実施するなど、協力会社等との連携の図り方を具体的に確認している。

BCP訓練において、責任者不在や対応拠点の使用不可など、多様な被災状況を想定した訓練を実施
し、災害対応力の向上に向けた取組を行っている。

BCP訓練において、夜間・休日等を想定した訓練を実施するなど、勤務時間外における災害対応力の
向上に向けた取組を行っている。

災害発生の初動～災害対策本部の立ち上げ、重要業務の対応等の被災時の一連の流れを含めた訓
練を実施するなど、社内の指揮命令系統、連携体制の有効性を確認・強化する取組を行っている。

施工中現場において訓練（重機等の停止、足場等からの避難等）を実施するなど、現場での確実な安
全確保及び迅速に災害対応活動に着手できる体制を構築している。

②BCPの改善 訓練で把握した課題をもとに改善策を検討し、BCPの見直しに繋げるPDCAサイクルを充実化する取組
を行っている。

注）申込書類に記載された優れた取組の記載の有無と取組内容を評価します。
優良認定会社として認定された場合には、上記の項目に対して先導的に活動をされるとともに、広報への協力をお願いします。 
中部地方整備局においても、優良認定会社の取組みについて、啓発活動に力を入れて参ります。

確認項目

①災害への備え

本様式（様式４）は、優良認定を希望する申込会社が提出する様式です。
以下の確認項目のうち、自社のBCPが対応している項目は、記載の有無欄にチェックを入れて、記載ページを記入してください。

（3）
BCPの改善に関
する項目

（2）
地域・団体間の
連携に関する項
目

（1）
防災対応力を高
める項目

②初動対応と人
員確保

③事業継続体
制の確保

④実効性を高め
る取組

②関係機関等と
の連携訓練

①訓練の充実
化

①地域・団体間
の連携

評価要領・ガイドライン等の改定方針

評価要領及びガイドラインの改定
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